
 木津川市公告第１３３号 

  

 木津川市ホームページリニューアル業務にかかる公募型プロポーザルを次の

とおり実施するので公告します。 

 

令和６年９月３０日 

 

 

                   木津川市長 谷口 雄一 

 

１．実施方法 

 今回実施する公募型プロポーザル方式による業務委託は、木津川市ホームペ

ージリニューアル業務について参加者に提案を求め、その内容を評価し、最も

優れた提案をした者を受託候補者とし、随意契約の締結交渉をするものである。 

 

２．業務内容  

（１）業務名称   

  木津川市ホームページリニューアル業務  

（２）業務の概要  

  木津川市ホームページのリニューアル 

（３）履行期間  

  契約締結日から令和８年３月３１日まで  

（４）業務内容 

  「木津川市ホームページリニューアル業務委託仕様書（以下「仕様書」と

いう。）」のとおり 

 

３．担当課 

  木津川市役所 企画戦略部 学研企画課 

  京都府木津川市木津南垣外１１０－９ 市役所本庁４階 

 

４．提案上限額 

  金１９,０００,０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

  ※上記金額はＣＭＳリニューアル業務と令和７年度末までの運用保守業務

の総額の上限額とする。 

 

 



５．参加資格要件  

   プロポーザルに参加できる者は、申込時点で、次に掲げる事項をすべて

満たしていることを条件とする。 

（１） 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しな

いこと。 

（２） 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又

は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てが行

われた者でないこと。ただし、更生手続き開始の決定又は再生計画認可の決

定が参加申込期日以前になされている場合は、この限りでない。 

（３） 木津川市指名競争入札参加者指名停止要綱（平成19年木津川市告示第

115号）による指名停止を受けていないこと。 

（４） 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54

号）に抵触する行為を行っていない者であること。 

（５） 木津川市暴力団排除条例（平成24年木津川市条例第36号）第2条第3号 に

規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者ではないこ

と。 

（６） 業務責任者として、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係のある者を配置

できること。 

（７） 個人情報の取り扱いについて、情報セキュリティマネジメントシステム

（JISQ 27001）又はプライバシーマーク制度認証（JISQ15001）の認証を受

けている者であること。 

（８） 過去５年以内において、人口7万人以上の市町村または都道府県のメイ

ンホームページへのＣＭＳ導入業務の実績を5件以上有することとし、現在

も稼働していること。 

（９） 木津川市と緊密な連絡調整が可能であること。 

(10) 木津川市において行う打合せ等に出席できること。 

 

６．提示書類について 

  木津川市ホームページ“事業者向け”アイコンから、「入札・契約情報」

の「公募型プロポーザルの実施について（学研企画課）」に掲載している「木

津川市ホームページリニューアル業務公募型プロポーザル」からダウンロー

ドすること。(無償) 

なお、窓口等での配布は一切行わない。 

 

  木津川市ホームページ ＵＲＬ http://city.kizugawa.lg.jp 

 



７．参加申込書等の提出  

  本プロポーザルに参加を希望する者は、次により申し込みをすること。  

  （１）提出期限  令和６年１０月１６日（水）１７時  

  （２）提出書類  

   ・参加申込書 

   ・会社概要書 

   ・実務実績調書 

  （３）提出方法  ３の担当課に直接持参、又は郵送すること。  

８．企画提案書等の提出  

  ７による申し込みをした者のうち、参加資格を有すると認められたものは、

次により企画提案書等を提出することができる。  

  （１）提出期限  令和６年１１月５日（火） １７時 

  （２）提出書類 （各正本１部、副本６部） 

   ・木津川市ホームページリニューアル業務委託提案書 

・見積書 

   ・CMS機能等要件一覧表 

   ・データセンター要件  

    

  （３）提出方法  ３の担当課に直接持参、又は郵送すること。  

 

９．その他 

  詳細は、「プロポーザル実施要領」及び「仕様書」による。  

 

 

以 上 


